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この度、上野原市民の命を守るべき市立病院が、休診の判断をせざるを得ない状況となりましたこと、誠に申し訳ありません。

４月１５日、職員の新型コロナウイルス感染が判明し、濃厚接触者については即座に自宅待機などの措置をとる中で、PCR 検査や

経過観察が進められました。これまでに感染が確認された職員３名については、指定病院に入院することとなりましたが、その他

の自宅待機の職員につきましては、体調不良などは認められず、４月末には待機期間とされる２週間を経過いたします。

これ以上の院内発生が認められなければ、より緻密な衛生管理体制を敷いたうえで診療再開も可能であると考えており、市や関

係機関とも慎重に協議しながら、５月１日からは救急の受け入れを、また、５月７日からは通常診療を再開できるよう準備を進め

ております。

透析患者様や入院患者様、定期的処方の患者様に対する医療のみならず、１日も早く地域の中核病院としての医療を担っていけ

るよう、一人ひとりの職員が医療従事者としての責任を感じ必死になって取り組んでおりますので、ご理解賜りますようお願いい

たします。

上野原市立病院 院長 長 坂 光 泰

■事 業 の 実 施 主 体 ： 市区町村

■給 付 対 象 者 ： 基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている者

■受 給 権 者 ： 給付対象者の属する世帯の世帯主

■給 付 額 ： 給付対象者１人につき１０万円

■給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の（１）及び（２）を基本とし、給付は、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行

う。なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。

（１）郵送申請方式：市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写し

とともに市区町村に郵送する。

（２）オンライン申請方式（マイナンバーカード所持者が利用可能）

マイナポータルから、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロ

ードし、電子申請（電子署名により 本人確認を実施し、本人確認書類は不要）を行う。

■受付及び給付開始日 ： 市区町村において決定（緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする。）

■申 請 期 限 ： 郵送申請方式の申請受付開始日から３か月以内

※具体的な給付の方法等が決まり次第、速やかに広報いたします。

◎特別定額給付金（仮称）に関するお問合せについては、

【上野原市役所 総務部 総務課 】

電話：０５５４－６２－３１１７

コロナに負けるな！

電話：０５５４－６２－１２０４

※5/13 以降は、下記の専用ダイヤルにご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症に関し、４月の１５日から１８日にかけて、市立病院職員３名、市役所出張所職員１名の感染が確認

されました。そのため、市立病院については、即座に外来、入院、救急の受付を中止する判断をさせていただくなど、市民の皆様

には、多大なるご迷惑、ご心配、ご不便をお掛けいたしましたこと、上野原市長として心よりお詫び申し上げます。

感染症対策を強化していた中での出来事で、大変残念でありますが、市立病院職員も市役所職員も、これまで以上に気を引き締

め、感染拡大防止のため、また、１日も早く平穏な日々を取り戻すため取り組んでおりますので、ご理解賜りますようお願いいた

します。

様々な対策をはじめてから２か月が経過いたしますが、新型コロナウイルス感染症については、全国に緊急事態宣言が発出され

て以降もなお終息を見通すことができない状況であります。そのため、上野原市では、学校の休業や各種施設の貸し出し中止など

の措置を５月末まで延長する判断をさせていただきました。あなた自身の命を、また、あなたの大切な家族の命を守るためにも、

引き続き感染症予防に努めていただくことをお願いいたします。

市としましても、皆様に正確な情報をお伝えし、冷静な判断に繋げていただけるよう、より一層努めて参りますので、ご理解ご

協力のほどよろしくお願いいたします。

上野原市長 江 口 英 雄



感染症を予防するため

こまめな手洗い

うがい

を徹底しましょう！。

感染を広げないために

咳エチケット

を守りましょう！。

感染を広げないために

不要不急の

外出は自粛

しましょう！。

感染しないために

密閉空間

密集場所

密接接触場面

を避けましょう！。

感染対策を行って

うつらない

うつさない

行動をしましょう！。

みんなで大切な人の

命と健康を

守ろう！


